
利用者負担最低額概算　　１ヶ月あたりのご利用料金の目安（月３０日で計算） 単位：円

食　費 居住費

月　額 月　額

（日額） （日額）

要介護１ 29,922 174,822

要介護２ 32,614 59,400 85,500 177,514

要介護３ 35,498 (1,980) (2,850) 180,398

要介護４ 38,229 183,129

要介護５ 40,882 185,782

食　費 居住費

月　額 月　額

（日額） （日額）

要介護１ 29,922 116,622

要介護２ 32,614 42,600 44,100 119,314

要介護３ 35,498 (1,420) (1,470) 122,198

要介護４ 38,229 124,929

要介護５ 40,882 127,582

食　費 居住費

月　額 月　額

（日額） （日額）

要介護１ 29,922 91,422

要介護２ 32,614 20,400 41,100 94,114

要介護３ 35,498 (680) (1,370) 96,998

要介護４ 38,229 99,729

要介護５ 40,882 102,382

食　費 居住費

月　額 月　額

（日額） （日額）

要介護１ 29,922 68,022

要介護２ 32,614 11,700 26,400 70,714

要介護３ 35,498 (390) (880) 73,598

要介護４ 38,229 76,329

要介護５ 40,882 78,982

食　費 居住費

月　額 月　額

（日額） （日額）

要介護１ 29,922 65,322

要介護２ 32,614 9,000 26,400 68,014

要介護３ 35,498 (300) (880) 70,898

要介護４ 38,229 73,629

要介護５ 40,882 76,282

第３段階②
利用者負担額

（1割）

第３段階①

●住民税世帯非課税の方で、利

用者負担第2段階該当者以外の

方

●住民税課税層における特例減

額措置の適用がある方

非

課

税

世

帯

利用者負担額

（1割）

令和8年8月1日

課

税

世

帯

●住民税世帯課税の方

第４段階
利用者負担額

（1割）
月額合計

特別養護老人ホーム　音羽台レジデンス　料金表（1割負担）概算

144,900

非

課

税

世

帯

●住民税世帯非課税の方で、合

計所得金額+課税年金収入額が

年額80万円以下の方

第２段階
利用者負担額

（1割）
月額合計

月額合計

86,700

月額合計

61,500

非

課

税

世

帯

●住民税世帯非課税の方で、老

齢福祉年金受給者の方

●生活保護を受給している方

第１段階
利用者負担額

（1割）
月額合計

35,400

38,100



利用者負担最低額概算　　１ヶ月あたりのご利用料金（月３０日で計算） 単位：円

食　費 居住費

月　額 月　額

（日額） （日額）

要介護１ 59,844 200,544

要介護２ 65,228 55,200 85,500 205,928

要介護３ 70,996 (1,840) (2,850) 211,696

要介護４ 76,457 217,157

要介護５ 81,764 222,464

利用者負担最低額概算　　１ヶ月あたりのご利用料金（月３０日で計算） 単位：円

食　費 居住費

月　額 月　額

（日額） （日額）

要介護１ 89,766 230,466

要介護２ 97,842 55,200 85,500 238,542

要介護３ 106,494 (1,840) (2,850) 247,194

要介護４ 114,685 255,385

要介護５ 122,646 263,346

※上記料金表には以下の加算が含まれています。（個別の加算は、その方の状態に応じ変動します）

【体制加算】 /日 /月

日常生活 46 個別機能訓練 20

看護体制Ⅰ 4 褥瘡マネ 3

看護体制Ⅱ 8 科学介護 50

夜勤配置Ⅱ 18 医療連携 50

個別機能訓練 12 処遇改善

精神科 5

栄養強化 11

合計 104 合計 123

※その他の加算、日常費用は、該当者のみ実費負担あり

利用者負担額

（2割）
月額合計

140,700

特別養護老人ホーム　音羽台レジデンス　料金表（3割負担）概算

課

税

世

帯

●住民税世帯課税の方

第４段階
利用者負担額

（3割）
月額合計

140,700

特別養護老人ホーム　音羽台レジデンス　料金表（2割負担）概算
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●住民税世帯課税の方

第４段階


